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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータジェネレータと駆動輪との間に設けられたクラッチと、
　エンジン始動要求があるときは、前記モータジェネレータによりエンジン始動を行なう
エンジン始動制御手段と、
　を備えたハイブリッド車両の制御装置において、
　前記エンジン始動制御手段は、エンジン始動要求があり、かつ、前記モータジェネレー
タの出力トルク絶対値が所定値以下となり、前記クラッチの伝達トルク容量が下がった状
態で、エンジン始動を許可することを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　前記所定値はゼロであり、
　前記エンジン始動制御手段は、前記モータジェネレータの出力トルクがゼロの状態が予
め設定した規定時間経過後にエンジン始動を許可することを特徴とするハイブリッド車両
の制御装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　車速を検出する車速検出手段と、
　該検出された車速に基づいて車両が停止したか否かを判断する車両停止判断手段を設け
、
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　前記エンジン始動制御手段は、車両停止と判断されてからエンジン始動を許可すること
を特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　前記車速検出手段は、モータジェネレータの回転数を検出する回転角センサに基づいて
車速を検出することを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジン及びモータと駆動輪との間の締結要素を締結して、モータによりエ
ンジンを始動するハイブリッド車両の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハイブリッド車両の制御装置として、特許文献１に記載の技術が開示されている。この
公報には、モータ走行中に減速している場合において、エンジン始動要求があり、かつ、
ブレーキ制動力が十分に大きいと判断したときは、モータジェネレータによりエンジン始
動を許可する構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３１１６６８５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ブレーキ制動力が確保されていたとしても、クリープトルクが入力され
た状態でエンジン始動を行うと、エンジン始動に伴うトルク変動が生じ、ショックが発生
するおそれがあった。
　本発明は、上記問題に着目してなされたもので、ショックを抑制しつつエンジン始動を
達成可能なハイブリッド車両の制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本発明のハイブリッド車両の制御装置では、エンジン始動要
求があるときは、モータジェネレータと駆動輪との間のクラッチを締結し、モータジェネ
レータによりエンジン始動を行なうにあたり、エンジン始動要求があり、かつ、モータジ
ェネレータトルクの絶対値が所定値以下になると、エンジン始動を許可することとした。
【発明の効果】
【０００６】
　よって、エンジン始動に伴うトルク変動を抑制することができ、運転者が感じる違和感
を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施例１の後輪駆動のハイブリッド車両を示す全体システム図である。
【図２】実施例１の統合コントローラにおける演算処理プログラムを示す制御ブロック図
である。
【図３】図２の目標駆動力演算部にて目標駆動力演算に用いられる目標駆動力マップの一
例を示す図である。
【図４】図２のモード選択部にて目標モードの選択に用いられる通常モードマップを示す
図である。
【図５】図２の目標充放電演算部にて目標充放電電力の演算に用いられる目標充放電量マ
ップの一例を示す図である。
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【図６】実施例１のモータジェネレータの回転数とトルクの関係を表す特性図である。
【図７】実施例１の第２始動モードによるエンジン始動制御処理を表すフローチャートで
ある。
【図８】実施例１の第２始動モードによるエンジン始動制御を開始判断する処理を表すタ
イムチャートである。
【図９】実施例１の第２始動モードにおけるエンジン始動制御処理を表すタイムチャート
である。
【符号の説明】
【０００８】
Ｅ　エンジン
CL1　第１クラッチ
MG　モータジェネレータ
CL2　第２クラッチ
AT　自動変速機
１　エンジンコントローラ
２　モータコントローラ
３　インバータ
４　バッテリ
５　第１クラッチコントローラ
６　第１クラッチ油圧ユニット
７　ＡＴコントローラ
８　第２クラッチ油圧ユニット
９　ブレーキコントローラ
１０　統合コントローラ
２４　ブレーキ油圧センサ
100　目標駆動力演算部
200　モード選択部
300　目標充放電演算部
400　動作点指令部
500　変速制御部
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
［実施例１］　
　まず、ハイブリッド車両の駆動系構成を説明する。図１は実施例１のエンジン始動制御
装置が適用された後輪駆動によるハイブリッド車両を示す全体システム図である。実施例
１におけるハイブリッド車の駆動系は、図１に示すように、エンジンＥと、第１クラッチ
CL1と、モータジェネレータMGと、第２クラッチCL2と、自動変速機ATと、プロペラシャフ
トPSと、ディファレンシャルDFと、左ドライブシャフトDSLと、右ドライブシャフトDSRと
、左後輪RL（駆動輪）と、右後輪RR（駆動輪）と、を有する。尚、FLは左前輪、FRは右前
輪である。
【００１０】
　エンジンＥは、例えばガソリンエンジンであり、後述するエンジンコントローラ１から
の制御指令に基づいて、スロットルバルブのバルブ開度等が制御される。尚、エンジン出
力軸にはフライホイールFWが設けられている。
【００１１】
　第１クラッチCL1は、エンジンＥとモータジェネレータMGとの間に介装されたクラッチ
であり、後述する第１クラッチコントローラ５からの制御指令に基づいて、第１クラッチ
油圧ユニット６により作り出された制御油圧により、スリップ締結を含み締結・開放が制
御される。
【００１２】
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　モータジェネレータMGは、ロータに永久磁石を埋設しステータにステータコイルが巻き
付けられた同期型モータジェネレータであり、後述するモータコントローラ２からの制御
指令に基づいて、インバータ３により作り出された三相交流を印加することにより制御さ
れる。このモータジェネレータMGは、バッテリ４からの電力の供給を受けて回転駆動する
電動機として動作することもできるし（以下、この状態を「力行」と呼ぶ）、ロータが外
力により回転している場合には、ステータコイルの両端に起電力を生じさせる発電機とし
て機能してバッテリ４を充電することもできる（以下、この動作状態を「回生」と呼ぶ）
。尚、このモータジェネレータMGのロータは、図外のダンパーを介して自動変速機ATの入
力軸に連結されている。
【００１３】
　第２クラッチCL2は、モータジェネレータMGと左右後輪RL,RRとの間に介装されたクラッ
チであり、後述するＡＴコントローラ７からの制御指令に基づいて、第２クラッチ油圧ユ
ニット８により作り出された制御油圧により、スリップ締結を含み締結・開放が制御され
る。
【００１４】
　自動変速機ATは、前進５速後退１速等の有段階の変速比を車速やアクセル開度等に応じ
て自動的に切り換える変速機であり、第２クラッチCL2は、専用クラッチとして新たに追
加したものではなく、自動変速機ATの各変速段にて締結される複数の摩擦締結要素のうち
、いくつかの摩擦締結要素を流用している。尚、詳細については後述する。
【００１５】
　そして、自動変速機ATの出力軸は、車両駆動軸としてのプロペラシャフトPS、ディファ
レンシャルギヤDF、左ドライブシャフトDSL、右ドライブシャフトDSRを介して左右後輪RL
,RRに連結されている。尚、前記第１クラッチCL1と第２クラッチCL2には、例えば、比例
ソレノイドで油流量および油圧を連続的に制御できる湿式多板クラッチを用いている。
【００１６】
　ブレーキユニット900は、液圧ポンプと、複数の電磁弁を備え、要求制動トルクに相当
する液圧をポンプ増圧により確保し、各輪の電磁弁の開閉制御によりホイルシリンダ圧を
制御する所謂ブレーキバイワイヤ制御を可能に構成されている。各輪FR，FL，RR，RLには
、ブレーキロータ901とキャリパ902が備えられ、ブレーキユニット900から供給されるブ
レーキ液圧により摩擦制動トルクを発生させる。尚、液圧源としてアキュムレータ等を備
えたタイプでもよいし、液圧ブレーキに代えて電動キャリパを備えた構成でもよい。
【００１７】
　このハイブリッド駆動系には、第１クラッチCL1の締結・開放状態に応じて３つの走行
モードを有する。第１走行モードは、第１クラッチCL1の開放状態で、モータジェネレー
タMGの動力のみを動力源として走行するモータ使用走行モードとしての電気自動車走行モ
ード（以下、「EV走行モード」と略称する。）である。第２走行モードは、第１クラッチ
CL1の締結状態で、エンジンＥを動力源に含みながら走行するエンジン使用走行モード（
以下、「HEV走行モード」と略称する。）である。第３走行モードは、第１クラッチCL1の
締結状態で第２クラッチCL2をスリップ制御させ、エンジンＥを動力源に含みながら走行
するエンジン使用スリップ走行モード（以下、「WSC走行モード」と略称する。）である
。このモードは、特にバッテリSOCが低いときやエンジン水温が低いときに、クリープ走
行を達成可能なモードである。尚、EV走行モードからHEV走行モードに遷移するときは、
第１クラッチCL1を締結し、モータジェネレータMGのトルクを用いてエンジン始動を行う
。
【００１８】
　上記「HEV走行モード」には、「エンジン走行モード」と「モータアシスト走行モード
」と「走行発電モード」との３つの走行モードを有する。
【００１９】
　「エンジン走行モード」は、エンジンＥのみを動力源として駆動輪を動かす。「モータ
アシスト走行モード」は、エンジンＥとモータジェネレータMGの２つを動力源として駆動
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輪を動かす。「走行発電モード」は、エンジンＥを動力源として駆動輪RR,RLを動かすと
同時に、モータジェネレータMGを発電機として機能させる。
【００２０】
　定速運転時や加速運転時には、エンジンＥの動力を利用してモータジェネレータMGを発
電機として動作させる。また、減速運転時は、制動エネルギを回生してモータジェネレー
タMGにより発電し、バッテリ４の充電のために使用する。また、更なるモードとして、車
両停止時には、エンジンＥの動力を利用してモータジェネレータMGを発電機として動作さ
せる発電モードを有する。
【００２１】
　次に、ハイブリッド車両の制御系を説明する。実施例１におけるハイブリッド車両の制
御系は、図１に示すように、エンジンコントローラ１と、モータコントローラ２と、イン
バータ３と、バッテリ４と、第１クラッチコントローラ５と、第１クラッチ油圧ユニット
６と、ＡＴコントローラ７と、第２クラッチ油圧ユニット８と、ブレーキコントローラ９
と、統合コントローラ１０と、を有して構成されている。尚、エンジンコントローラ１と
、モータコントローラ２と、第１クラッチコントローラ５と、ＡＴコントローラ７と、ブ
レーキコントローラ９と、統合コントローラ１０とは、互いの情報交換が可能なＣＡＮ通
信線１１を介して接続されている。
【００２２】
　エンジンコントローラ１は、エンジン回転数センサ１２からのエンジン回転数情報を入
力し、統合コントローラ１０からの目標エンジントルク指令等に応じ、エンジン動作点（
Ne：エンジン回転数,Te：エンジントルク）を制御する指令を、例えば、図外のスロット
ルバルブアクチュエータへ出力する。更に詳細なエンジン制御内容については後述する。
尚、エンジン回転数Ne等の情報は、ＣＡＮ通信線１１を介して統合コントローラ１０へ供
給される。
【００２３】
　モータコントローラ２は、モータジェネレータMGのロータ回転位置を検出するレゾルバ
１３からの情報を入力し、統合コントローラ１０からの目標モータジェネレータトルク指
令等に応じ、モータジェネレータMGのモータ動作点（Nm：モータジェネレータ回転数,Tm
：モータジェネレータトルク）を制御する指令をインバータ３へ出力する。尚、このモー
タコントローラ２では、バッテリ４の充電状態を表すバッテリSOCを監視していて、バッ
テリSOC情報は、モータジェネレータMGの制御情報に用いると共に、ＣＡＮ通信線１１を
介して統合コントローラ１０へ供給される。
【００２４】
　第１クラッチコントローラ５は、第１クラッチ油圧センサ１４と第１クラッチストロー
クセンサ１５からのセンサ情報を入力し、統合コントローラ１０からの第１クラッチ制御
指令に応じ、第１クラッチCL1の締結・開放を制御する指令を第１クラッチ油圧ユニット
６に出力する。尚、第１クラッチストロークC1Sの情報は、ＣＡＮ通信線１１を介して統
合コントローラ１０へ供給する。
【００２５】
　ATコントローラ７は、アクセル開度センサ１６と車速センサ１７と第２クラッチ油圧セ
ンサ１８と運転者の操作するシフトレバーの位置に応じた信号を出力するインヒビタスイ
ッチからのセンサ情報を入力し、統合コントローラ１０からの第２クラッチ制御指令に応
じ、第２クラッチCL2の締結・開放を制御する指令をAT油圧コントロールバルブ内の第２
クラッチ油圧ユニット８に出力する。第２クラッチCL2の伝達トルク容量は、基本的に要
求駆動トルクに応じた値に設定され、駆動輪に要求駆動トルクが伝達可能な容量に設定さ
れる。アクセルペダルが離されているときは、回生トルクやクリープトルクが伝達可能な
容量に設定され、EV走行モードにおいて車両停止した場合であって、ブレーキペダルが所
定以上踏み込まれているときは、クリープトルクが０に設定されるため、第２クラッチCL
2の伝達トルク容量もゼロに設定される。尚、アクセルペダル開度APOと車速VSPとインヒ
ビタスイッチの情報は、ＣＡＮ通信線１１を介して統合コントローラ１０へ供給する。
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【００２６】
　ブレーキコントローラ９は、４輪の各車輪速を検出する車輪速センサ１９とブレーキス
トロークセンサ２０からのセンサ情報を入力し、例えば、ブレーキ踏み込み制動時、ブレ
ーキストロークBSから求められるドライバ要求制動トルクに対し回生制動トルクだけでは
不足する場合、その不足分を機械制動トルク（摩擦ブレーキによる制動トルク）で補うよ
うに、統合コントローラ１０からの回生協調制御指令に基づいて回生協調ブレーキ制御を
行う。尚、ドライバ要求制動トルクに応じたブレーキ液圧に限らず、他の制御要求により
任意にブレーキ液圧を発生可能なのは言うまでもない。
【００２７】
　統合コントローラ１０は、車両全体の消費エネルギを管理し、最高効率で車両を走らせ
るための機能を担うもので、モータ回転数Nmを検出するモータ回転数センサ２１と、第２
クラッチ出力回転数N2outを検出する第２クラッチ出力回転数センサ２２と、第２クラッ
チ伝達トルク容量TCL2を検出する第２クラッチトルクセンサ２３と、ブレーキ油圧センサ
２４と、第２クラッチCL2の温度を検知する温度センサ１０ａと、前後加速度を検出するG
センサ１０ｂからの情報およびＣＡＮ通信線１１を介して得られた情報を入力する。
【００２８】
　また、統合コントローラ１０は、エンジンコントローラ１への制御指令によるエンジン
Ｅの動作制御と、モータコントローラ２への制御指令によるモータジェネレータMGの動作
制御と、第１クラッチコントローラ５への制御指令による第１クラッチCL1の締結・開放
制御と、ATコントローラ７への制御指令による第２クラッチCL2の締結・開放制御と、を
行う。
【００２９】
　以下に、図２に示すブロック図を用いて、実施例１の統合コントローラ１０にて演算さ
れる制御を説明する。例えば、この演算は、制御周期10msec毎に統合コントローラ１０で
演算される。統合コントローラ１０は、目標駆動力演算部100と、モード選択部200と、目
標充放電演算部300と、動作点指令部400と、変速制御部500と、を有する。
【００３０】
　目標駆動力演算部100では、図３に示す目標駆動力マップを用いて、アクセルペダル開
度APOと車速VSPとから、目標駆動力tFoO（ドライバ要求トルク）を演算する。
【００３１】
　モード選択部200は、通常モードマップを有する。図４は実施例１の通常モードマップ
である。通常モードマップ内には、EV走行モードと、WSC走行モードと、HEV走行モードと
を有し、アクセルペダル開度APOと車速VSPとから、目標モードを演算する。但し、EV走行
モードが選択されていたとしても、バッテリSOCが所定値以下であれば、強制的に「HEV走
行モード」もしくは「WSC走行モード」を目標モードとする。
【００３２】
　図４の通常モードマップにおいて、HEV→WSC切換線は、所定アクセル開度APO1未満の領
域では、自動変速機ATが１速段のときに、エンジンＥのアイドル回転数よりも小さな回転
数となる下限車速VSP1よりも低い領域に設定されている。また、所定アクセル開度APO1以
上の領域では、大きな駆動力を要求されることから、下限車速VSP1よりも高い車速VSP1'
領域までWSC走行モードが設定されている。尚、バッテリSOCが低く、EV走行モードを達成
できないときには、発進時等であってもWSC走行モードを選択するように構成されている
。
【００３３】
　アクセルペダル開度APOが大きいとき、その要求をアイドル回転数付近のエンジン回転
数に対応したエンジントルクとモータジェネレータトルクで達成するのは困難な場合があ
る。ここで、エンジントルクは、エンジン回転数が上昇すればより多くのトルクを出力で
きる。このことから、エンジン回転数を引き上げてより大きなトルクを出力させれば、例
え下限車速VSP1よりも高い車速までWSC走行モードを実行しても、短時間でWSC走行モード
からHEV走行モードに遷移させることができる。この場合が図４に示す下限車速VSP1'まで
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広げられたWSC領域である。
【００３４】
　目標充放電演算部300では、図５に示す目標充放電量マップを用いて、バッテリSOCから
目標充放電電力tPを演算する。また、目標充放電量マップには、EV走行モードを許可もし
くは禁止するためのEVON線（MWSCON線）がSOC＝50％に設定され、EVOFF線（MWSCOFF線）
がSOC＝35％に設定されている。
【００３５】
　SOC≧50％のときは、図４の通常モードマップにおいてEV走行モード領域が出現する。
モードマップ内に一度EV領域が出現すると、SOCが35％を下回るまでは、この領域は出現
し続ける。
【００３６】
　SOC＜35％のときは、図４の通常モードマップにおいてEV走行モード領域が消滅する。
モードマップ内からEV走行モード領域が消滅すると、SOCが50％に到達するまでは、この
領域は消滅し続ける。
【００３７】
　変速制御部500では、シフトマップに示すシフトスケジュールに沿って、目標第２クラ
ッチ伝達トルク容量TCL2*と目標変速段を達成するように自動変速機AT内のソレノイドバ
ルブを駆動制御する。尚、シフトマップは、車速VSPとアクセルペダル開度APOに基づいて
予め目標変速段が設定されたものである。
【００３８】
　動作点指令部400では、アクセルペダル開度APOと、目標駆動力tFoO（ドライバ要求トル
ク）と、目標モードと、車速VSPと、目標充放電電力tPとから、これらの動作点到達目標
として、過渡的な目標エンジントルクと目標モータジェネレータトルクと目標第２クラッ
チ伝達トルク容量TCL2*と自動変速機ATの目標変速段と第１クラッチソレノイド電流指令
を演算する。また、動作点指令部400には、EV走行モードからHEV走行モードに遷移すると
きにエンジンＥを始動するエンジン始動制御部が設けられている。
【００３９】
　実施例１のエンジン始動制御にあっては、運転者のアクセルペダル操作の結果により停
止中のエンジンＥを始動することになった場合を第１始動モードとし、運転者のアクセル
ペダル操作以外の要因（システム要求始動）で停止中のエンジンＥを始動することになっ
た場合を第２始動モードとし、それぞれ異なる始動モードでエンジン始動を行う。
【００４０】
　ここで、第２始動モードを実行する処理について説明する。エンジン停止中に、運転者
のアクセルペダル操作によらず、例えば、以下に列記するシステム始動要求のいずれか１
つでも成立した場合には、第２始動モードによるエンジン始動要求であると判断する。
　（１）自動変速機ATの油温が予め設定された所定温度（例えば１１５℃以上）となった
場合には第２始動モードでエンジン始動を行う。
　（２）自動変速機ATの油温が予め設定された所定温度以下（例えば１５℃以下）となっ
た場合には第２始動モードでエンジン始動を行う。これは、例えば、ハイブリッド車両が
交差点等でいわゆるアイドリングストップを実行する場合、長時間のアイドリングストッ
プによる自動変速機ATの油温の過度の低下を防止するためである。
　（３）エンジンＥの冷却水温が予め設定された所定温度以上（例えば１２０℃以上）と
なった場合には第２始動モードでエンジン始動を行う。
【００４１】
　（４）エンジンＥの冷却水温が予め設定された所定温度以下（例えば４０℃以下）とな
った場合には第２始動モードでエンジンＥの始動を行う。これは、例えば、ハイブリッド
車両が交差点等でいわゆるアイドリングストップを実行する場合、長時間のアイドリング
ストップによりエンジンＥが冷機状態となるのを防止するためである。
　（５）モータジェネレータMGの出力可能なトルクが、予め設定された所定トルク以下（
例えば、１００Ｎｍ以下）になった場合には第２始動モードでエンジンＥの始動を行う。



(8) JP 5561435 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

これは、モータジェネレータMGの過熱により、モータジェネレータMGから出力可能なモー
タトルクが前記所定トルクよりも低下すると、以後はモータジェネレータMGによりエンジ
ン１を始動できなくなる虞があるためである。
　（６）バッテリ４の出力可能な電力が、予め設定された所定電力以下（例えば２０ｋｗ
以下）になった場合には第２始動モードでエンジン始動を行う。図６は実施例１のモータ
ジェネレータの回転数とトルクの関係を表す特性図である。バッテリ４の温度上昇、また
はバッテリ４の温度低下により、バッテリ４から出力可能な電力が低下すると、図６に示
すように、回転数が大きくなるほど、モータジェネレータMGで出力可能なモータトルクが
低下する。そこで、バッテリ４から出力可能な電力が前記所定電力以下に低下した場合に
は、モータジェネレータMGの使用可能なトルク領域が減少し、以後モータジェネレータ５
によりエンジンＥを始動できなくなる虞があるため、第２始動モードによるエンジン始動
を行う。ここで、図６中の実線ａはバッテリ４の出力が５０ｋｗの場合、点線ｂはバッテ
リ４の出力が５４ｋｗの場合、一点鎖線ｃはバッテリ４の出力が６０ｋｗの場合を示して
いる。
【００４２】
　（７）バッテリ４のバッテリＳＯＣが、予め設定された所定値以下（例えばバッテリＳ
ＯＣが３５％以下）になった場合には第２始動モードでエンジンＥの始動を行う。これは
、例えば、渋滞等により長時間にわたりＥＶモードで走行した場合に、バッテリ４を充電
するためである。
　（８）車速が予め設定された所定速度以上（例えば１００ｋｍ／ｈ以上）となった場合
には第２始動モードでエンジンＥの始動を行う。これは、モータジェネレータMGの回転が
高回転となる前にエンジン始動するためである。
　（９）負圧ポンプの負圧の低下によりエンジン始動要求がある場合には第２始動モード
でエンジンＥの始動を行う。これは、エンジンＥを運転させて負圧を確保するためである
。
　（１０）ハイブリッド車両が、交差点等でいわゆるアイドルストップを実行する場合、
アイドルストップ中に所定のアイドルストップ禁止条件が成立した場合には第２始動モー
ドでエンジンＥの始動を行う。
　（１１）降坂路を走行中に、バッテリ９のバッテリＳＯＣが、予め設定された所定値以
上（例えばバッテリＳＯＣが６５％以上）になった場合には第２始動モードでエンジンＥ
の始動を行う。これは、降坂路を走行中にバッテリ４が満充電され、回生トルクが制限さ
れる前に、エンジンブレーキを利用するためである。
【００４３】
　尚、これら（１）～（１１）の条件は、第２始動モードと判定されるエンジン始動要求
条件の一例であり、第２始動モードと判定されるエンジン始動要求条件は、これら（１）
～（１１）の条件に限定されるものではない。
【００４４】
　運転者のアクセル操作の結果エンジン始動を行う場合には、運転者にエンジン始動意図
があることから、第１クラッチCL1の締結に伴うトルク変動よりも、運転者のアクセル操
作からエンジン始動するまでの時間が長くなったときに、運転者は違和感を感じやすくな
る。つまり、運転者のアクセル操作の結果、エンジン始動する場合には、速やかにエンジ
ン始動するように第１クラッチCL1の伝達トルク容量を可変制御することが好ましい。
【００４５】
　一方、運転者のアクセル操作以外の要因でエンジン始動する場合には、運転者にエンジ
ンを始動させる意図がないことから、エンジン始動するまでの時間よりも、第１クラッチ
CL1の締結に伴うトルク変動に対して運転者は違和感を感じやすくなる。つまり、運転者
のアクセル操作以外の要因でエンジン始動する場合には、第１クラッチCL1の締結に伴う
トルク変動が抑制されるように第１クラッチCL1の伝達トルク容量を可変制御することが
望ましい。
【００４６】
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　そこで、実施例１では、エンジン始動時に第１クラッチCL1の伝達トルク容量を可変制
御するにあたり、第１始動モードよりも第２始動モードのほうが伝達トルク容量が低くな
るように制御する。そのため、第２始動モードにおいては、第１クラッチCL1の締結によ
るトルク変動に伴うショックを抑制することができる。つまり、運転者の意図しない走行
中のエンジン始動時において、第１クラッチ締結時のトルク変動を抑制することができ、
運転者にトルク変動に伴うショックによる違和感を与えることを抑制することができる。
【００４７】
　図９は実施例１の第２始動モードにおけるエンジン始動制御処理を表すタイムチャート
である。
　時刻ｔ４において、エンジン始動要求があると、第２クラッチCL2の目標伝達トルク容
量は要求駆動トルクに応じて決定されることから、この場合はゼロまで低下させ、第１ク
ラッチCL1の目標伝達トルク容量を０からクランキング時の目標値まで増加させる。そし
て、時刻ｔ２において、エンジン回転数とモータジェネレータ回転数とが同期すると、第
１クラッチCL1の目標伝達トルク容量を完全締結となる値に向けて増加させ、第２クラッ
チCL2の目標伝達トルク容量は車両停止が継続しているため０のままとする。
【００４８】
　尚、モータジェネレータMGは、エンジンクランキングが開始される時刻ｔ４から実回転
数が目標回転数となるように回転数制御される。この回転数制御は、時刻ｔ４から時刻ｔ
６まで実施される。尚、時刻ｔ６以降はモータジェネレータMGは要求駆動トルクとなるよ
うにトルク制御される。尚、第２始動モードにおけるクランキング中の第１クラッチCL1
の伝達トルク容量は、第１始動モードの場合よりも低くなるように設定されている。その
ため、第２始動モードにおけるクランキング時間は、第１始動モードのクランキング時間
に比べて長くなるが、トルク変動は小さい。
【００４９】
　ここで、運転者がブレーキペダルを踏み込むことによる制動中の場合を想定する。上述
したように、上記（１）～（１１）の所定条件のいずれかが成立すると、第２始動モード
によりエンジン始動が行われる。EV走行モードでの走行中に、運転者がブレーキペダルを
踏み込むと、所定車速以上ではコーストトルクを再現するためにモータジェネレータMGに
は回生トルクが発生する。この状態で、徐々に車速が低下し、所定車速未満となると、運
転者のブレーキペダル操作に応じた制動力は、回生トルクが減少し、それに代えてブレー
キユニット900の摩擦制動力によって達成させる。
【００５０】
　その後、モータジェネレータMGは通常のエンジン車両の走行状態を再現するべくクリー
プトルクを発生させる。つまり、モータジェネレータMGが発生するトルクは、負側の回生
トルクから正側の駆動トルクに切り換えられる。これにより、運転者は、通常のエンジン
車両と同様にクリープトルクを得ることができ、例えばブレーキペダル操作のみで車庫入
れやゆっくりとした走行状態を達成できる。
【００５１】
　ここで、モータジェネレータMGによりクリープトルクを発生させている状態で、第２始
動モードの要求があった場合に、エンジン始動を行うと、クリープトルクを発生させたま
まエンジン始動を行う。このとき、クリープトルクを伝達可能に第２クラッチCL2の伝達
トルク容量が確保されているため、運転者にトルク変動による違和感を与えやすいという
問題があった。ここで、ある程度車速が低下したと判断したときは、完全停車前であって
も車両停止と判断し、それをトリガとしてクリープトルクを０に向けて減少する。このク
リープトルクの減少を開始するタイミングをトリガとしてエンジン始動を開始した場合に
は、クリープトルクが高い状態でエンジン始動を行うこととなり、第２クラッチCL2の伝
達トルク容量も高いことから運転者に与える違和感が大きくなりやすい。
【００５２】
　そこで、実施例１では、車速をトリガとするのではなく、モータジェネレータMGが発生
しているトルクが十分に小さな所定値以下となったときに、初めて第２始動モードによる
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エンジン始動を許可することとした。図７は実施例１の第２始動モードによるエンジン始
動制御処理を表すフローチャートである。
【００５３】
　ステップＳ１０１では、第２始動モードによるエンジン始動要求があるか否かを判断し
、エンジン始動要求があるときはステップＳ１０２へ進み、それ以外のときは本ステップ
を繰り返す。
　ステップＳ１０２では、ブレーキ制動力が所定制動力Ｂ１よりも大きく、かつ、停車判
定がＯＮか否かを判断し、条件が成立したときはステップＳ１０３へ進み、それ以外のと
きはステップＳ１０５へ進む。ここで、停車判定とは、車速が所定値以下となった状態が
所定時間以上継続した場合に、ほぼ車両停止状態に近づいたと判定することをいう。よっ
て、完全に車両停止しているとは限らない。また、車速は車輪速センサ等ではなく、モー
タジェネレータ回転数を検出するレゾルバ１３により検出する。レゾルバ１３は車輪速セ
ンサ等に比べて分解能が極めて高く、極低車速領域であっても精度良く車速を検出するこ
とができるからである。モータジェネレータ側の制御処理において、この停車判定がＯＮ
とされると、モータジェネレータMGに付与されていたクリープトルクは０Ｎｍに向けて徐
々に減少するように制御される。ブレーキ制動力、すなわちブレーキユニット900による
摩擦制動力が所定制動力Ｂ１よりも大きければ、運転者に制動意図があり、かつ、車輪に
作用するトルク変動がある程度抑制できると考えられるからである。
【００５４】
　ステップＳ１０３では、入力トルク（すなわち、モータジェネレータMGの出力トルク）
の絶対値が０以下の状態が規定時間Ｔ１以上経過したか否かを判断し、経過したと判断し
たときはステップＳ１０６へ進み、それ以外のときはステップＳ１０４へ進む。入力トル
ク絶対値が０以下の状態が規定時間Ｔ１以上経過すれば、クリープトルクの付与は完全に
終了した状態と考えられ、エンジン始動に伴うトルク変動を抑制することができるからで
ある。
【００５５】
　ここで、実施例１では、入力トルクはモータジェネレータMGへの指令トルクを用いて判
断しているが、モータジェネレータMGに供給される電流値に基づいてトルクを推定しても
よいし、トルクセンサ等を用いて入力トルクを検出する構成としてもよい。
【００５６】
　ステップＳ１０４では、エンジン始動を待機させる。すなわち、上記（１）～（１１）
の所定条件のいずれかが成立し、第２始動モードによるエンジン始動要求がなされたとし
ても、エンジン始動を禁止する。これにより、トルク変動のおそれがある場合には、エン
ジン始動を回避することで、運転者に与える違和感を回避することができる。
【００５７】
　ステップＳ１０５では、レンジ位置がＰレンジもしくはアクセルペダルがＯＮとされて
いるか否かを判断し、これら条件が成立したときはステップＳ１０６へ進み、それ以外の
ときはステップＳ１０２へ戻る。レンジ位置がＰレンジであれば、パーキングロック機構
の作動により車輪が強制的に固定されるため、入力トルクが発生していたとしてもトルク
変動の影響を抑制できる。また、アクセルペダルがＯＮとされた場合には、運転者に発進
意図があるため、もはや第１始動モードによるエンジン始動が適切だからである。
【００５８】
　ステップＳ１０６では、エンジン始動制御処理を開始する。尚、このエンジン始動制御
処理は、上述の図９において説明した処理が実行される。
【００５９】
　図８は実施例１の第２始動モードによるエンジン始動制御を開始判断する処理を表すタ
イムチャートである。タイムチャートの最初の走行状態は、運転者がブレーキペダルを踏
み込んだ減速中に、車速が所定車速まで減少している状態である。更に、車速の減少に応
じてモータジェネレータMGによる回生トルク出力状態から回生トルクの減少を開始し、ブ
レーキユニット900による摩擦制動力に徐々に切り替えられる状態である。この回生トル
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クの減少は、所定車速になると０となるように回生トルク制御を減少させるものである。
尚、第２始動モードによるエンジン始動要求は既に行なわれているものとする。
【００６０】
　時刻ｔ１において、回生トルクが０となると、車両停止判定用タイマのカウントアップ
を開始する。尚、このときには車速が所定車速まで低下している状態である。車両停止判
定用タイマは、車速が所定車速以下の状態が継続しているときは継続的にカウントアップ
が行なわれ、車速が上昇した場合にはリセットされるタイマである。車両停止判定用タイ
マのカウントアップと同時にモータジェネレータMGはクリープトルクの発生を開始し、徐
々にトルクを増大する。
【００６１】
　時刻ｔ２において、車両停止判定用タイマのカウント値が所定時間を経過すると、車速
が十分に低下した状態が得られたと判断して車両停止判定フラグをＯＮにセットする。こ
れにより、モータジェネレータMGはクリープトルクを出力している状態から０トルクにな
るまで徐々にトルクを減少させる。尚、仮にこのタイミングで第２始動モードによるエン
ジン始動を許可してしまうと、クリープトルクが出力されている状態で第１クラッチCL1
を締結することになる。クリープトルクが出力されているときは、第２クラッチCL2も伝
達トルク容量を持っており、例え第１クラッチCL1に引き込まれる分のトルクを上乗せし
て制御しても、第１クラッチCL1の伝達トルク容量のばらつきや、エンジンクランキング
トルクのばらつきによって安定したモータジェネレータトルクを得ることは困難である。
【００６２】
　また、第２クラッチCL2側に伝達されるトルクを制御するにはフィードバック制御的に
ならざるを得ず、やはりモータジェネレータMGが出力するトルクに変動が生じてしまう。
また、第２クラッチCL2をスリップ制御したとしても、やはり入力側回転数変動に起因し
てスリップ量が変動するおそれがある。この場合、摩擦係数の変動等が生じて駆動輪に伝
達されるトルクに変動が生じ、運転者に違和感を与えるおそれがある。そこで、実施例１
では、モータジェネレータMGがトルクを出力している状態（すなわち、第２クラッチCL2
が伝達トルク容量を持っている状態）では、エンジン始動を許可しない構成としている。
【００６３】
　時刻ｔ３において、モータジェネレータMGの出力するクリープトルクが０Ｎｍになると
、タイマのカウントアップを開始する。このとき、第２クラッチCL2の伝達トルク容量も
０Ｎｍに設定されている。そして、時刻ｔ４において、タイマのカウント値が予め設定さ
れた規定時間Ｔ１以上経過したと判断されると、エンジン始動許可フラグがＯＮとなり、
第２始動モードによるエンジン始動が開始される。このとき、車両も車速が十分に低下し
た状態であり、ブレーキペダルも踏み込まれていることから、安定した車両停止状態が確
保されている。よって、モータジェネレータトルクをエンジン始動用に出力したとしても
、エンジン始動にのみトルクを用いるため、運転者に違和感を与えることなくエンジン始
動することができる。
【００６４】
　以上説明したように、実施例１のハイブリッド車両にあっては、下記に列挙する作用効
果を得ることができる。
（１）モータジェネレータMGと駆動輪との間に設けられた第２クラッチCL2と、エンジン
始動要求があるときは、第２クラッチCL2を締結し、モータジェネレータMGによりエンジ
ン始動を行なう統合コントローラ１０（エンジン始動制御手段）と、を備えたハイブリッ
ド車両の制御装置において、ステップＳ１０３では、第２始動モードによるエンジン始動
要求があり、かつ、モータジェネレータMGの出力トルクの絶対値が所定値以下になると、
エンジンクランキングを許可する。
　よって、エンジン始動に伴うトルク変動を抑制することができ、運転者が感じる違和感
を抑制することができる。
【００６５】
　（２）所定値はゼロであり、ステップＳ１０３では、モータジェネレータトルクがゼロ
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　すなわち、時間の経過により車両の慣性力などによる微速走行条件を除外することがで
き、運転者に与える違和感を抑制することができる。また、路面の状況変化や運転者のブ
レーキ操作変動による影響を排除することができる。
【００６６】
　（３）車速を検出するレゾルバ１３（車速検出手段）と、該検出された車速に基づいて
車両が停止したか否かを判断するステップＳ１０２（車両停止判断手段）を設け、ステッ
プＳ１０２では、車両停止と判断されてからエンジンクランキングを許可する。
　よって、モータジェネレータトルクと摩擦制動力のみで判断する場合に比べて、車両の
状態を精度良く検出することができ、エンジン始動に伴うトルク変動を確実に抑制するこ
とができる。仮に、モータジェネレータトルクと摩擦制動力のみで判断してしまうと、ク
リープトルクが残った状態であっても摩擦制動力が高ければ車両停止判断を行なうおそれ
があり、エンジン始動に伴うトルク変動によって運転者に違和感を与えてしまうからであ
る。
【００６７】
　（４）車速検出手段は、モータジェネレータの回転数を検出するレゾルバ１３（回転角
センサ）に基づいて車速を検出する。
　よって、車輪速センサ等に比べて極めて分解能の高いセンサを用いるため、極低車速領
域において精度良く車両停止状態を判定することができる。
【００６８】
　以上、本発明を実施例１に基づいて説明したが、具体的な構成は他の構成であってもよ
い。
【００６９】
　また、実施例１では、エンジン始動許可条件として、モータジェネレータＭＧの出力ト
ルクが０の状態が規定時間以上継続することとしたが、ブレーキ制動力がモータジェネレ
ータ出力トルクに所定値を加算した値以上であれば、エンジン始動を許可する構成として
もよい。確実に駆動輪が固定されており、モータジェネレータトルクが小さいならば、ト
ルク変動が生じたとしても僅かであり、運転者に違和感を与えないからである。
【００７０】
　また、実施例１では、ＦＲ型のハイブリッド車両について説明したが、ＦＦ型のハイブ
リッド車両であっても構わない。
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